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対 ＝対象（特記ない場合、区内在住・在勤・在学者） 日 ＝日時・日程　場 ＝会場　 ＝当日直接会場へ　講 ＝講師
費 ＝費用（特記ない場合、無料） 備 ＝ほかの情報（「保育可」は生後5か月以上で首がすわっている子〜未就学児が対象）
申 ＝申込方法（特記ない場合、発行日時点で申込可） 問 ＝問合せ先

＝区のホームページ（右記二次元コード）から申込可（ はスマートフォン不可）　区HP 0000 ＝区のホームページ検索バーへの番号入力でページを表示

マーク
概要

区の手続きや施設・イベント案内は せたがやコール午前8時〜午後9時（年中無休）☎03-5432-3333 FAX 03-5432-3100せ
た

がや
コール

放送日時／11月5日㈰・12日㈰午前11時30分〜正午 ※12日は5日の再放送。
問 広報広聴課 ☎5432-2009 FAX 5432-3001 区HP 5554

区長の談話室メ ガ
ヘルツ

エフエム世田谷
FMラジオ83.4

問 財政課 ☎5432-2044 FAX5432-3011 補正予算書 区HP 203586 補正予算概要 区HP 203587

＊表の数値は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計額等が一致しない場合があります。

●各会計予算額
区　分 補正前予算額 今回補正額 補正後予算額

一般会計 3648億1172万円 29億4382万円 3677億5553万円

特
別
会
計

国民健康保険事業会計 858億6001万円 5億5202万円 864億1204万円

後期高齢者医療会計 245億4831万円 8億5840万円 254億671万円

介護保険事業会計 728億5221万円 35億248万円 763億5469万円

学校給食費会計 33億7733万円 6216万円 34億3949万円

合計 5514億4958万円 79億1888万円 5593億6846万円

●一般会計の主な補正内容
項目･金額 内　容

歳入 歳入総額　29億4382万円 ·国庫支出金、都支出金、繰入金、繰越金、諸収入の増　·使用料及手数料の減

歳出

物価高騰対応　9億3395万円
·せたがやPayの発行支援の増
·高齢・障害施設へのエネルギー価格・物価高騰対策給付金の増
·子ども・子育て関連施設へのエネルギー価格・物価高騰対策　等

新型コロナウイルス感染症対策　16億6221万円 ·社会的検査事業費の増　·新型コロナワクチン5年秋開始接種

その他事業　3億4766万円
·本庁舎等整備の1期工事再延伸に伴う関連経費の増及び減
·旧池尻中学校跡地施設活用事業に伴う工事費の増　等

●特別会計の主な補正内容
内　容

·各会計における前年度繰越金の確定

·国民健康保険事業会計における前年度保険
給付費等交付金等超過交付分の償還金　等

·後期高齢者医療会計における前年度保険料
額確定に伴う広域連合への負担金の増　等

·介護保険事業会計における前年度国庫支出
金等の超過交付分の償還金　等

·学校給食費会計における給食賄費の増　等

令和5年度 補正予算が成立しました
　第3回区議会定例会において、令和5年度世田谷区一般会計第3次、特別会計第1次補正予算が、可決・成立しました。
　今回は、物価高騰による負担増を踏まえた区民・事業者への支援、コロナワクチン秋開始接種、本庁舎等整備工事の延伸への対応等、速やかに対応す
べき施策について補正を行いました。
※補正予算書及び補正予算概要は、区のホームページからご覧になれます。

問 住民記録・戸籍課 ☎5432-2236 FAX5432-3077

取得できる証明書 利用時間 手数料

住民票の写し、印鑑登録証明書、
課税・納税証明書

午前6時30分～
午後11時

1通
200円

戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書
（世田谷区に本籍がある方）

月～土曜（第3土曜、
祝・休日を除く）
午前9時～午後5時

1通
350円

　マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等のマルチコ
ピー機から各種証明書を取得できます。

※メンテナンス日（11月18日㈯午前6時30分～19日㈰正午）、年末年始は利用
できません。
利用の際に必要なもの／マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）の入力が必要です。

証明書コンビニ交付サービスをご利用ください

1世田谷区マンション管理適正化推進計画
　改正マンション管理適正化法に基づき、区内マンションの管理適
正化の推進を図るための計画を策定しました｡ 今後､ 一層のマンショ
ンの維持・再生と適正な管理に関する取組みを推進していきます｡
2世田谷区マンション管理計画認定制度の開始
　上記推進計画の策定に伴い、一定水準にある管理計画を持つマ
ンションの管理計画を区が認定する制度を開始しました。詳しく
は、お問い合わせください。

マンションの適正な管理を
お願いします

問 1住宅管理課 ☎5432-2498 FAX5432-3040
　2居住支援課 ☎5432-2504 FAX5432-3040

共通
事項

●実施日時
　11月15日㈬午前11時 ※日程変更または中止になる場合があります。

　鉄道・路線バス等、区内の公共交通機関のほか、区の施設や避
難場所等を掲載した地図を配布・販売しています。
　特に路線バスは、系統ごとに行先や事業者が異なる等複雑な場
合が多いため、公共交通機関の利用には、世田谷区全図の「交通
案内・避難場所」をご活用ください。
備ご希望される区内在住の方には1世帯につき1部無料で配布、区
外在住または事業者の方には1部100円で販売。区HP 162718
でもご覧になれます。
配布窓口／総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、
広報広聴課
販売窓口／区政情報センター、総合支所区政情報コーナー

防災行政無線塔からJアラートの
全国一斉試験放送を行います

区内の移動には「世田谷区全図」の
交通案内をご活用ください

問 災害対策課 ☎5432-2262 FAX5432-3014 区HP 185703

問 交通政策課 ☎6432-7946 FAX6432-7991

屋内にいる場合  窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。
屋外にいる場合  近くの建物の中か地下に避難する。
建物がない場合  物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。

ミサイル落下のおそれがあるときは…


